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記入内容の確認記入内容の確認記入内容の確認記入内容の確認    

規制改革推進室 

 

この内容でよろしければ、画面下のボタンを押してください。この内容でよろしければ、画面下のボタンを押してください。この内容でよろしければ、画面下のボタンを押してください。この内容でよろしければ、画面下のボタンを押してください。    

○御提案事項名（タイトル）○御提案事項名（タイトル）○御提案事項名（タイトル）○御提案事項名（タイトル）    

（（（（50505050 字以内におまとめください。）字以内におまとめください。）字以内におまとめください。）字以内におまとめください。）    

一般用医薬品の郵便等販売を第２類まで容認する措置について（要望）  

○御提案の具体的内容や御提○御提案の具体的内容や御提○御提案の具体的内容や御提○御提案の具体的内容や御提

案理由（問題点の御指摘だけで案理由（問題点の御指摘だけで案理由（問題点の御指摘だけで案理由（問題点の御指摘だけで

も結構です。）も結構です。）も結構です。）も結構です。）    

    

 

※必須    

さて、歴史的に、伝統薬は直営店での販売が主体でしたが、口コミで広まるにつれ、顧客の近辺のドラッグ等

で販売されていないため、自然発生的に電話や葉書などによる通信販売をしてきた経緯があります。伝統薬

を製造している会社の専門家が顧客の質問や相談に応じるので、顧客からも安心して購入できると評価をい

ただいていました。 

ところが、平成２１年６月に施行された薬事法改正省令により、全国伝統薬連絡協議会の各社は伝統薬を郵

便等で販売することができなくなりました。経過措置により、継続使用者への販売ができるとはいえ、新規顧

客への郵便等販売が禁止されたため、伝統薬会社の売上が減少し、経営困難から休業に追い込まれた会社

もあります。伝統薬は一部の地域を除き、ドラッグストア等で販売されていないため、伝統薬により症状を改

善されていた患者の方々も経過措置が終わると伝統薬を購入できなくなります。伝統薬の中には奈良時代か

ら愛用されてきた薬もあり、日本の伝統文化の一端を担っていますが、このままでは省令により伝統文化の

消失が懸念されます。 

省令施行後、幾度となく国に制度の見直しを要望して参りました。 

特に、直接の執行機関である厚生労働省に対しては、伝統薬各社は、患者の相談や質問に対して専門家が

電話で懇切に応対しており、対面販売にそん色のなく、顧客に安全・安心に伝統薬を購入していただいている

ことを説明いたしました。更に、内閣府の規制改革会議等に対しては、医薬品販売制度そのものの改革を要

望して参りましたが、伝統薬会社の窮状を救う措置は取られていません。 

今年１月の「一般用医薬品のインターネット販売規制」に対する最高裁判決を受けて、厚生労働省は、本判決

に係る国民的課題の早期解決を図るために２月１４日に「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなル

ールに関する検討会」を発足され、３月２２日の第４回検討会において、全国伝統薬連絡協議会は参考人とし

て意見を述べて参りました。 

本検討会の検討状況を憂慮し、下記のとおり要望いたします。 

記 

１．一般用医薬品のインターネット販売、および、電話等による通信  

販売の新たなルールの早期策定 

２．薬事法に規定する第２類医薬品である全ての伝統薬の電話等によ  

る通信販売が可能となること 

 

 

○根拠法令等（お分かりであれ○根拠法令等（お分かりであれ○根拠法令等（お分かりであれ○根拠法令等（お分かりであれ

ば）ば）ば）ば）    

薬事法  

○御提案者（個人または会社・○御提案者（個人または会社・○御提案者（個人または会社・○御提案者（個人または会社・

団体）団体）団体）団体）    

    

 

※必須    

会社・団体  



会社名・団体名を記入して下さ会社名・団体名を記入して下さ会社名・団体名を記入して下さ会社名・団体名を記入して下さ

い（個人の場合は「個人」と御記い（個人の場合は「個人」と御記い（個人の場合は「個人」と御記い（個人の場合は「個人」と御記

入下さい。）入下さい。）入下さい。）入下さい。） 

※必須    

全国伝統薬連絡協議会  

○会社名・団体名の公表の可否○会社名・団体名の公表の可否○会社名・団体名の公表の可否○会社名・団体名の公表の可否

（個人の場合は「個人（非公表）」（個人の場合は「個人（非公表）」（個人の場合は「個人（非公表）」（個人の場合は「個人（非公表）」

を選択して下さい。）を選択して下さい。）を選択して下さい。）を選択して下さい。） 

※必須    

公表  

○提案者氏名（非公表）○提案者氏名（非公表）○提案者氏名（非公表）○提案者氏名（非公表）    

（会社・団体の場合は「担当者（会社・団体の場合は「担当者（会社・団体の場合は「担当者（会社・団体の場合は「担当者

名」を御記入下さい。）名」を御記入下さい。）名」を御記入下さい。）名」を御記入下さい。）    

 

※必須    

木下政治  

○電話番号（非公表）できました○電話番号（非公表）できました○電話番号（非公表）できました○電話番号（非公表）できました

ら御記入下さい。ら御記入下さい。ら御記入下さい。ら御記入下さい。    

080-4135-4294  

○電子メールアドレス（非公表）○電子メールアドレス（非公表）○電子メールアドレス（非公表）○電子メールアドレス（非公表） 

※必須    

kyougikai@saishunkan.co.jp  
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完了完了完了完了    
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どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。    御意見・御提案につきまして、たしかに受け取らせていただきました。御意見・御提案につきまして、たしかに受け取らせていただきました。御意見・御提案につきまして、たしかに受け取らせていただきました。御意見・御提案につきまして、たしかに受け取らせていただきました。    規規規規制改革推進室制改革推進室制改革推進室制改革推進室    
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